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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
各側板及び底板を夫々の折り目により折り込んで形成した天板付又は天板無しの略直方体
形状の組立て紙箱の一側板を当該一側板の底板側の端縁を折り目にして開閉自在に設け、
当該一側板の左右の両端縁に折り目を介して当該各折り目により内側に折り込まれたフラ
ップを夫々設け、当該一側板が隣接する、相対向する両側板の、当該一側板側の各側端縁
に当該一側板の各フラップを差し入れて係止する鞘状の挿入部を夫々設け、上記各フラッ
プを上記各挿入部に出し入れ自在に挿入して上記一側板を上記隣接する両側板の端縁に係
止して上記底板上に立設した組立て紙箱において、
上記鞘状の各挿入部は、上記相対向する各両側板の外端縁に折り目を介して、当該紙箱を
組み立てた際縦方向の長さが上記両側板と比べて短い内側板を夫々設け、当該各内側板を
上記各両側板の内側に折り込んで重ねて形成し、
当該各両側板と各内側板の、上記一側板と反対側の個所を相互に貼着し、
上記一側板の外端縁に折り目を介して内側板を設け、当該内側板の左右の両端縁であって
当該内側板の外端縁近くに折り目を介して係止片を夫々設け、上記内側板を一側板の内側
に折り込んで重ねて貼着し、上記各係止片を各折り目により折り込んで上記一側板の両端
の各フラップに重ね、
上記各フラップを上記鞘状の各挿入部に差し入れた際、上記各係止片の上縁が上記各挿入
部を形成する内側板の各下端縁に当接して上記各フラップが挿入部に係止される構成とし
たことを特徴とする、組立て紙箱。
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【請求項２】
上記一側板の各フラップを略扇形状に設けたことを特徴とする、上記請求項１に記載の組
立て紙箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、洋菓子店等において、菓子やその他の食品等の持ち運びに使用される組立
て自在な紙箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洋菓子店において、ケーキなどを販売する際、持ち運びに便利な紙製の組立て箱
を使用している。この様な組立て紙箱においては、紙箱の上部に把手部が付いたキャリー
デコタイプやボックスタイプと言われるものなどがある。これらの紙箱は、利便性の観点
から、いわゆる、サイドオープンと呼ばれる、主に前側面を開放してケーキ等を出し入れ
している。
【０００３】
　具体的には、図１３に示すように、底板３１の左端縁に折り目を介して左側板３２を設
け、当該左側板３２の左端縁に折り目を介して天板３３を設け、当該天板３３の左端縁に
折り目を介して右側板３４を設け、上記底板３１の前後の端縁に夫々折り目を介して前後
側板３５を夫々設け、上記左側板３２の前後の端縁に折り目を介して折り込み片３６を夫
々設け、上記天板３３の前後の端縁に折り目を介して前後側係止板３７を夫々設け、上記
右側板３４の前後の端縁に折り目を介して折り込み片３８を夫々設けている。
【０００４】
　また、前後側係止板３７の各先端には、係止片３７ａを夫々設け、この組立て箱を組立
てる時、前後側板３５に設けた各切り込み３５ａに差し入れる。また、上記底板３１の右
端縁に折り目を介して貼着片３９を設け、これらの各側板及び各折り込み片を夫々の折り
目により折り込み、さらに、貼着片３９を右側板３４に接着して組立てる紙箱Ｅがある。
【特許文献１】実用新案登録第３０５８６８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この組立て紙箱Ｅでは、図１４に示すように、当該紙箱の前側係止板３
７に当たる個所を開いて中にケーキ等を入れた後、左右の折り込み片３６、３８を閉じ、
前側板３５、前側係止板３７を閉じ、前側係止板３７の先端の係止片３７ａを前側板３５
の切り込み３５ａに入れた際、この前側係止板３７の係止片３７ａが左右の折り込み片３
６、３８を内側方向へ押し、中に入れられたケーキ等と接触して当該ケーキ等を傷付ける
ことがあった。
【０００６】
　そこで、この発明は、組立て紙箱において、当該紙箱の一側面を容易かつ確実に開閉で
き、さらに、中に入れられたケーキ等を傷つけることの無い組み立て紙箱を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、各側板及び底板を夫々の折り目により折り込んで形成した天板付又
は天板無しの略直方体形状の組立て紙箱の一側板を当該一側板の底板側の端縁を折り目に
して開閉自在に設け、当該一側板の左右の両端縁に折り目を介して当該各折り目により内
側に折り込まれたフラップを夫々設け、当該一側板が隣接する、相対向する両側板の、当
該一側板側の各側端縁に当該一側板の各フラップを差し入れて係止する鞘状の挿入部を夫
々設け、上記各フラップを上記各挿入部に出し入れ自在に挿入して上記一側板を上記隣接
する両側板の端縁に係止して上記底板上に立設した組立て紙箱において、上記鞘状の各挿
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入部は、上記相対向する各両側板の外端縁に折り目を介して、当該紙箱を組み立てた際縦
方向の長さが上記両側板と比べて短い内側板を夫々設け、当該各内側板を上記各両側板の
内側に折り込んで重ねて形成し、当該各両側板と各内側板の、上記一側板と反対側の個所
を相互に貼着し、上記一側板の外端縁に折り目を介して内側板を設け、当該内側板の左右
の両端縁であって当該内側板の外端縁近くに折り目を介して係止片を夫々設け、上記内側
板を一側板の内側に折り込んで重ねて貼着し、上記各係止片を各折り目により折り込んで
上記一側板の両端の各フラップに重ね、上記各フラップを上記鞘状の各挿入部に差し入れ
た際、上記各係止片の上縁が上記各挿入部を形成する内側板の各下端縁に当接して上記各
フラップが挿入部に係止される構成とした組立て紙箱とした。
【０００８】
　請求項２の発明は、上記一側板の各フラップを略扇形状に設けた上記請求項１に記載の
組立て紙箱とした。
【発明の効果】
【００１２】
請求項１の発明によれば、紙箱の一側板を開閉自在に設け、当該一側板の左右の両端縁に
フラップを夫々設け、当該一側板が隣接する、相対向する両側板に鞘状の挿入部を夫々設
けたので、当該一側板を折り目により回転させ、当該一側板の両側の各フラップの先端縁
が挿入部内に少し入れば、フラップ自体がガイドとなって、その後確実に挿入部内に入り
、挿入部内に係止される。その結果、各フラップを各挿入部から容易に入れることが出来
、非常に便利である。また、紙箱内側にフラップが挿入されるものではないので、紙箱内
に収められたケーキ等が傷つく恐れがなく、安心して、ケーキ等を持ち運ぶことが出来る
。
【００１３】
　また、上記鞘状の挿入部として、上記相対向する各両側板の外端縁に当該紙箱を組み立
てた際縦方向の長さが上記両側板と比べて短い内側板を夫々設け、当該各内側板を上記各
両側板の内側に折り込んで重ね、当該各両側板と各内側板の、上記一側板と反対側の個所
を貼着したので、簡単な構成及び少ない材料で鞘状の挿入部を形成することが出来、経済
的である。
【００１４】
さらに、上記一側板の内側板の左右の両端縁に係止片を夫々設け、上記各フラップを上記
鞘状の各挿入部に差し入れた際、上記各係止片が上記内側板の各下端縁に当接して上記各
フラップが挿入部に係止されるようにしたので、無闇に一側板が開くことがなく、紙箱と
して信頼出来、安心してケーキ等を入れることが出来る。
【００１５】
請求項２の発明によれば、上記一側板等の各フラップを略扇形状に設けたので、当該フラ
ップを上記鞘状の挿入部から円滑に出し入れ出来、紙箱の一側板等の開閉を極めて容易に
行うことが出来る。その結果、当該紙箱からより円滑かつ容易にケーキ等を出し入れ出来
るものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　各側板及び底板を夫々の折り目により折り込んで形成した天板付又は天板無しの直方体
形状の組立て紙箱において、当該紙箱の一側板を当該一側板の底板側の端縁を折り目にし
て開閉自在に設け、当該一側板の左右の両端縁に折り目を介して当該各折り目により内側
に折り込まれたフラップを夫々設ける。
【００１８】
　また、当該一側板が隣接する、相対向する両側板の、当該一側板側の各側端縁に当該一
側板の各フラップを差し入れて係止する鞘状の挿入部を夫々設け、当該一側板の各フラッ
プを上記各挿入部に着脱自在に差し入れて、当該一側板を上記折り目により閉じたことに
より、紙箱内側にフラップが挿入されず、紙箱内に収められたケーキ等が傷つく恐れがな
く、安心して、ケーキ等を持ち運ぶことが出来る。
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【実施例１】
【００１９】
　以下、この発明の実施例１を図に基づいて説明する。
この発明の実施例１の組立て紙箱Ａ（以下、「紙箱Ａ」と言う。）は、図３に示すように
、天板部を開口させており、この天板部に、別途、設けた蓋体を着脱自在とした扁平な直
方体から成る。
【００２０】
　図２に示すのは、この紙箱Ａの展開図であり、正方形状の底板１の左端縁に折り目ａを
介して左側板２を設け、この左側板２の左端縁に折り目ｂを介して左内側板３を設けてい
る。この左内側板３の後側の左側の角部を、斜めに切り欠いて傾斜端縁３ａとしている。
また、この左内側板３の切り欠いて短くなった左端縁に折り目ｃを介して、細幅の折り込
み左側片４を設けている。この折り込み左側片４の前端の角部を斜めに切り欠いている。
【００２１】
　同様に、底板１の右端縁に折り目ｄを介して右側板５を設け、この右側板５の右端縁に
折り目ｅを介して、右内側板６を設け、この右内側板６の後端の右側の角部を斜めに切り
欠いて傾斜端縁６ａとしている。また、この右内側板６の切り欠いて短くなった右端縁に
折り目ｆを介して、細幅の折り込み右側片７を設けている。この折り込み右側片７の前端
の角部を斜めに切り欠いている。
【００２２】
　また、底板１の後端縁に折り目ｇを介して後側板８を設け、この後側板８の後端縁に折
り目ｈを介して後内側板９を設け、この後内側板９の後端縁に折り目ｉを介して細幅の折
り込み後側片１０を設けている。また、上記後内側板９の左右の両端縁に折り目ｊを介し
て、三角形状の折り込み小片１１を夫々設けている。これらの折り込み片１１は、上記折
り目ｊ側の後側角部が直角な三角形状である。
【００２３】
　上記後側板８の左右の両端縁に折り目ｋを介して変形四角形状の連結折り込み片１２を
夫々設け、これらの各連結折り込み片１２の前端縁は、上記左側板２又は右側板５の各後
端縁と折り目ｌ、ｍを介して接続されており、これらの各連結折り込み片１２に、上記底
板１の後端縁の折り目ｇの各端部から連結折り込み片１２の外側角部に向けて対角線折り
目ｎを夫々設けている。
【００２４】
　上記底板１の前端縁に折り目ｏを介して前側板１３を設け、この前側板１３の前端縁に
折り目ｐを介して前内側板１４を設け、この前内側板１４の前端縁に折り目ｑを介して細
幅の折り込み前側片１５を設けている。また、折り込み前側片１５の先端縁１５ａの左右
の角部を切り欠いている。さらに、上記前側板１３の左右の両端縁に折り目ｒを介して、
上記折り目ｏの各端部を中心とした略扇形状のフラップ１６を夫々設けている。
【００２５】
　次に、この様な紙箱Ａを組立てる。
上記折り込み左側片４を折り目ｃにより外側（底板１と反対側、以下、同じ）に折り込み
、図４に示すように、上記左内側板３を折り目ｂにより上記左側板２上に折り畳んで重ね
、この状態で左内側板３と左側板２の後部を貼り合わせる。同様に、上記折り込み右側片
７を折り目ｆにより外側に折り込み、上記右内側板６を折り目ｅにより上記右側板５上に
折り畳んで重ね、この状態で右内側板６と右側板５の後部を貼り合わせる。
【００２６】
　これらの様に、一体に成った上記左側板２と左内側板３を当該底板１側の折り目ａによ
り折り込んで底板１上に立設させ、一体に成った右側板５と右内側板６を上記底板１側の
折り目ｄにより折り込んで底板１上に立設させる。この時、折り込み左側片４及び折り込
み右側片７は、底板１上に当接している。
【００２７】
　この様にして、上記相対向する左右の両側板を設け、上記左側板２と左内側板３、及び
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右側板５と右内側板６を夫々重ねて形成した上記両側板の前側板１３側の側端縁内側に、
図１に示すように、当該前側板１３の上記各フラップ１６を差し入れる鞘状の挿入部１７
を夫々形成している。
【００２８】
　次に、上記折り込み後側片１０を折り目ｉにより外側に略直角に折り込み、上記後内側
板９の両端の各折り込み小片１１を折り目ｊにより外側に折り込み、上記後側板８の各連
結折り込み片１２を各折り目ｋ、ｌ、ｎ、ｋ、ｍ、ｎにより内側に折り込みつつ、上記後
側板８を底板１側の折り目ｇにより内側に折り込んで底板１上に立設し、上記後内側板９
を、折り目ｈにより上記後側板８両端の各連結折り込み片１２の上から後側板８の内側に
折り込んで、上記折り込み後側片１０を上記底板１上に当接させる。
【００２９】
　この時、図５に示すように、折り込み後側片１０が略直角に折り込まれているので、当
該折り込み後側片１０の左側部は、底板１の後端縁の折り目ｇと上記折り込み左側片４の
後端縁４ａとの間に設けられた凹部に嵌合され、同様に、折り込み後側片１０の右側部は
、底板１の後端縁の折り目ｇと上記折り込み右側片７の後端縁７ａとの間に設けられた凹
部に嵌合される。
【００３０】
　この折り込み後側片１０の左右の先端縁１０ａは、上記折り込み左側片４の後端縁４ａ
と折り込み右側片７の後端縁７ａに突き合わされて係止され、上記後内側板９の両端の各
折り込み小片１１が上記左内側板３又は右内側板６の夫々切り欠いた角部分に嵌合し、当
該各折り込み小片１１の傾斜端縁１１ａが上記左内側板３又は右内側板６の各傾斜端縁３
ａ、６ａに突き合わされて夫々係止される。
【００３１】
　折り込み前側片１５を折り目ｑにより外側に略直角に折り込み、前内側板１４を折り目
ｐにより前側板１３上に折り込んで、前内側板１４と前側板１３を貼り付ける。また、前
側板１３の左右両端の各フラップ１６を折り目ｒにより夫々略直角に折り上げる（図１参
照）。
【００３２】
　この状態で、図６に示すように、前側板１３と前内側板１４を底板１側の折り目ｏによ
り折り上げて、この前側板１３の左右の各フラップ１６を左右の両側板の挿入部１７の中
に差し入れる。この時、前側板１３を折り目ｏを軸として回転させるだけで、各フラップ
１６の先端縁が挿入部１７内に少し入ると、当該フラップ１６自体がガイドとなり、容易
に挿入部１７内に差し込まれ、前内側板１４と一体となった前側板１３は、底板１上に立
設する。
【００３３】
　また、折り込み前側片１５が略直角に折り込まれているので、底板１上に重合し、当該
折り込み前側片１５の左側部は、底板１の前端縁の折り目ｏと上記折り込み左側片４の前
端縁４ｂとの間に形成された凹部に嵌合され、同様に、折り込み前側片１５の右側部は、
底板１の前端縁の折り目ｏと上記折り込み右側片７の前端縁７ｂとの間に形成された凹部
に嵌合される。これにより、この折り込み前側片１５の先端縁１５ａの左右は、上記折り
込み左側片４の前端縁４ｂと折り込み右側片７の前端縁７ｂに突き合わされて夫々係止さ
れる。
【００３４】
　この様にして、組立てられた紙箱Ａに、例えば、図６に示すように、前側板１３を開閉
して、図３に示すように、トレー１８を利用してケーキを出し入れする。そして、図７に
示すように、別途設けた紙蓋Ｄを被せて、当該紙蓋Ｄ及び有底の紙箱Ａから形成される、
いわゆる、ツーピース形態の紙箱として使用する。
【実施例２】
【００３５】
　以下、この発明の実施例２を図に基づいて説明する。
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この発明の実施例２の紙箱Ｂは、図８及び図９に示すように、開閉自在な天板を設けてい
ること、前側板の構成が異なる外は、上記実施例１とほぼ同様の構成である。よって、上
記実施例１と異なる構成について説明する。
【００３６】
　具体的に説明すると、この実施例２の紙箱Ｂは、後側板８の後端縁に折り目ｈを介して
底板１と同形同大の開閉天板２０を設けており、この開閉天板２０は、この折り目ｈによ
り開閉自在に設けられており、この開閉天板２０の後端縁に折り目ｓを介して細幅の折り
込み片２１を設けている。また、開閉天板２０の後端縁の折り目ｓの中央部分には、前側
板１３の前端縁の中央部分に折り目ｐを介して設けられた係止片２２を差し入れる切り込
み２０ａを設けている。
【００３７】
　この紙箱Ｂを組立てる。
各側板及び各折り込み片を夫々の折り目により折り込んで組立てるのは、上記実施例１と
同様である。そして、図９に示すように、左右の両側板を立設した後、後側板８の左右の
連結折り込み片１２を各折り目ｋ、ｌ、ｎ、ｋ、ｍ、ｎにより内側に折り込みつつ、その
上から、上記後側板８を底板１側の折り目ｇにより内側に折り込んで底板１上に立設し、
上記開閉天板２０を折り目ｈにより底板１側に折り込んで、上記折り込み片２１を折り目
ｓにより内側に折り込む。
【００３８】
　続いて、前側板１３の係止片２２を折り目ｐにより内側に折り込み、前側板１３の左右
両端の各フラップ１６を折り目ｒにより夫々略直角に折り上げる。この状態で、前側板１
３を底板１側の折り目ｏにより折り上げて、この前側板１３の左右の各フラップ１６を左
右の両側板の挿入部１７の中に差し入れる。この時、前側板１３を折り目ｏを軸として回
転させるだけで、フラップ１６の先端縁が挿入部１７内に少し入ると、当該フラップ１６
自体がガイドとなり、容易に挿入部１７内に差し込まれる。これにより、前側板１３は、
底板１上に立設し、開閉天板２０の折り込み片２１を前側板１３の内側に挿入し、係止片
２２を開閉天板２０の切り込み２０ａに入れて開閉天板２０を閉じる。
【実施例３】
【００３９】
　続いて、この発明の実施例３を図に基づいて説明する。
この発明の実施例３の紙箱Ｃは、図１０及び図１１に示すように、左内側板及び右内側板
を幅狭なものとして設け、折り込み左側片や折り込み右側片を設けていない。また、一旦
、挿入部に差し入れられたフラップ１６が容易に開かないようにストッパーとして係止片
を前内側板に設けている。他の構成は、上記実施例１とほぼ同様の構成である。よって、
上記実施例１と異なる構成について説明する。
【００４０】
　この実施例３の紙箱Ｃは、左側板２の左端縁に折り目ｂを介して当該左側板２と比べ幅
狭な、すなわち、図１０における左右方向の幅が狭い左内側板２４を設けており、この左
内側板２４の後端の角部を一定長斜めに、また、残りを水平に切り欠いて端縁２４ａを形
成している。右内側板２５、端縁２５ａも同様に設けられている。また、この紙箱Ｃでは
、折り込み後側板は設けられておらず、後内側板２６両端の折り込み小片２７の形状も三
角形状ではなく、台形状である。
【００４１】
　そして、前内側板２８の左右の両端縁の各前端部に折り目ｔを介して、夫々左右方向に
長細く突出した係止片２９を設けている。また、前内側板２８の前端縁には折り込み前側
片は設けていない。
【００４２】
　この紙箱Ｃを組立てる。
各側板及び各折り込み片を夫々の折り目により折り込んで組立てるのは、上記実施例１と
ほぼ同様である。図１０及び図１１に示すように、左右の内側板２４、２５を各折り目ｂ
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、ｅにより、夫々左右側板２、５上に折り込んで重ね、後部を貼着して鞘状の挿入部３０
を形成する。さらに、後内側板２６の両端の各折り込み小片２７を折り目ｕにより外側に
折り込み、上記後側板８の各連結折り込み片１２を各折り目ｋ、ｌ、ｎ、ｋ、ｍ、ｎによ
り内側に折り込みつつ、上記後側板８を底板１側の折り目ｇにより内側に折り込んで底板
１上に立設し、上記後内側板２６を、折り目ｈにより上記後側板８両端の各連結折り込み
片１２の上から後側板８の内側に折り込む。
【００４３】
　上記後内側板２６の両端の各折り込み小片２７が、上記左内側板２４又は右内側板２５
の夫々切り欠いた角部分に嵌合し、当該各折り込み小片２７の端縁２７ａが上記左内側板
２４又は右内側板２５の各端縁２４ａ、２５ａに突き合わされて夫々係止される。
【００４４】
　また、前内側板２８を折り目ｐにより前側板１３上に折り込んで、前内側板２８と前側
板１３を貼り付ける。さらに、前側板１３の左右両端の各フラップ１６を折り目ｒにより
内側に直角に折り上げ、前内側板２８の各係止片２９を折り目ｔにより外側に直角に折り
上げる。これにより、各係止片２９は各フラップ１６の内側に重なる。
【００４５】
　この状態で、図１１に示すように、前側板１３と前内側板２８を底板１側の折り目ｏに
より折り上げて、この前側板１３の左右の各フラップ１６を左右の両側板の挿入部３０の
中に差し入れる。この時、前側板１３を折り目ｏを軸として回転させるだけで、各フラッ
プ１６の先端縁が挿入部３０内に少し入ると、当該フラップ１６自体がガイドとなり、容
易に挿入部３０内に差し込まれ、前内側板２８と一体となった前側板１３は、底板１上に
立設する。また、各係止片２９は、一旦、各フラップ１６と共に各挿入部３０内に入るが
、前側板１３が底板１の端縁に立設すると、図１２に示すように（図１２においては、紙
箱Ｃの左側のみを示す）、各係止片２９は各挿入部３０から外れ、左右の内側板２４、２
５の下の凹部に入る。
【００４６】
　そして、一旦、各フラップが挿入部３０内に差し入れられた後は、各フラップ１６が開
こうとすると、図１２に示すように、各係止片２９が左右の内側板２４、２５の下端縁２
４ａ、２５ａに係止されて無闇に開かないようになっている。しかしながら、開く際には
、少し力を入れて前側板１３を回転させれば、開くようになっている。
【００４７】
　なお、上記実施例１及び３において、天板部を開口させた扁平な直方体から成る紙箱Ａ
、Ｃを使って説明し、また、上記実施例２においては、開閉自在な開閉天板２０を設けた
紙箱Ｂを使って説明しているが、この発明の構成を設ける紙箱としては、この発明の構成
を設けることが出来る紙箱であれば、何れのものでもよい。また、紙箱Ａ、Ｂ及びＣを直
方体形状としているが、紙箱としては、上方又は下方へ行くほど開いたテーパー形状に設
けたものでもよい。
【００４８】
　また、上記実施例１において、フラップ１６の形状を略扇形状に設けているが、フラッ
プの形状としては、略扇形状に限るものではなく、挿入部１７内に容易に出し入れ出来る
ものであるならば、舌片状や略方形状などでもよく、他の形状のものでも良い。さらに、
後内側板８側の折り込み小片１１、後側板８の連結折り込み片１２、左内側板３と右内側
板６の後部の傾斜端縁３ａ、６ａ、折り込み左側片４と折り込み右側片７の前後の端縁４
ａ、４ｂ、７ａ、７ｂ、折り込み前側片１５の先端縁１５ａの左右の角部の切り欠き部の
構成などは、必ずしも必要とするものではなく、これらの構成のうち何れかを選択して設
けてもよく、また、設けなくとも良い。さらに、組立てられた紙箱Ａ内にケーキを出し入
れするのにトレー１８を使用しているが、トレー１８については、必ずしも使用する必要
はない。
【００４９】
　さらに、上記実施例２において、開閉天板２０を設けた紙箱Ｂとして、後側板８、連結
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折り込み片１２、開閉天板２０、切り込み２０ａ、折り込み片２１、前側板１３、係止片
２２を設けたものを使用したが、開閉天板２０を設けた紙箱Ｂとしては、この構成に限る
ものではなく、この発明の構成を設けることが出来るものであるならば、他の構成からな
る紙箱でももちろん良い。
【００５０】
　上記実施例３において、左右方向に長細く突出した係止片２９を設けているが、係止片
としては、必ずしも長細く突出させる必要はなく、短い突起のようなものでも良い。また
、各フラップ１６が各挿入部３０内に差し込まれる際、当該各フラップ１６の内側に重ね
られた各係止片２９が、各フラップ１６と共に各挿入部３０内に入るとしているが、状況
によっては、各係止片２９は、各フラップ１６と共に各挿入部３０内に入らず、各挿入部
３０より底板１側の位置で回転して左右の内側板２４、２５の下の凹部に入る場合もある
。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】この発明の実施例１の紙箱の組立て途中を示す斜視図である。
【図２】この発明の実施例１の紙箱の展開図である。
【図３】この発明の実施例１の紙箱を組み立て、中にケーキを載置するトレーを入れた状
態の斜視図である。
【図４】この発明の実施例１の紙箱の後側板側の構成を示す一部斜視図である。
【図５】この発明の実施例１の紙箱の後側板側を組み立てた状態の一部斜視図である。
【図６】この発明の実施例１の紙箱を組み立て、前側板を閉じつつある状態の斜視図であ
る。
【図７】この発明の実施例１の紙箱の開口部である天板部に、別途設けた紙蓋を被せた状
態の斜視図である。
【図８】この発明の実施例２の紙箱の展開図である。
【図９】この発明の実施例２の紙箱の組立て途中を示す斜視図である。
【図１０】この発明の実施例３の紙箱の展開図である。
【図１１】この発明の実施例３の紙箱の組立て途中を示す斜視図である。
【図１２】この発明の実施例３の紙箱の前内側板の係止片が左内側板の下端縁に係止され
ている状態を示す斜視図である。
【図１３】従来の紙箱の展開図である。
【図１４】従来の紙箱の組立て途中を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５２】
　Ａ　　紙箱　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　　紙箱
　Ｃ　　紙箱
　１　　底板　　　　　　　　　　　　　　　２　　左側板
　３　　左内側板　　　　　　　　　　　　　５　　右側板
　６　　右内側板　　　　　　　　　　　　１３　　前側板
１６　　フラップ　　　　　　　　　　　　１７　　挿入部
２４　　左内側板　　　　　　　　　　　　２５　　右内側板
２９　　係止片　　　　　　　　　　　　　３０　　挿入部
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